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本
文
中
に
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象
＝
ど
な
た
で
も
、
費
用
＝
無
料
、
申
込
＝
不
要
（
定
員
の
記
載
が
あ
り
申
込
の
記
載
が
な
い
も
の
も
、
当
日
、
直
接
会
場
へ
）。
　
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
　
＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
　
＝
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
、
　
＝
出
張
所
、

　
＝
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
　
＝
う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
、
　
＝
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
　
＝
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
。
　
＝
申
込
時
に
記
載
す
る
基
本
項
目
は
、
催
し
名
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
ふ
り
が
な
・
電
話
番
号
・
人
数
。

HP

区

参

コ

活

項目

出

涯

◎税務署へは公共交通機関のご利用を　毎年、１〜３月は税務署に多くの人が来署します。できるだけ公
共交通機関をご利用ください。問宇都宮税務署☎（621）2151
◎申告会場周辺の混雑緩和にご協力を　申告期間中は、市役所、各申告受け付け会場ともに大変混雑しま
すので、申告書はなるべく郵送でご提出ください。問市民税課☎（632）2214

所
得
税
、贈
与
税
、

消
費
税
の
申
告

■
申
告
相
談
の
期
間
と
受
け
付

け
の
会
場　

上
の
表
1
の
通

り
。

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

▽
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

ど
、
所
得
金
額
の
合
計
が
、
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
。

▽
平
成
30
年
中
に
土
地
や
建

物
、
株
式
な
ど
の
資
産
を
売
り
、

利
益
が
あ
っ
た
。

▽
給
与
所
得
の
あ
る
人
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
給

与
の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万

円
を
超
え
る
②
給
与
・
退
職
以

外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
③
給
与
を
２

カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、

年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与

の
収
入
金
額
と
給
与
・
退
職
所

得
以
外
の
所
得
金
額
と
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
④
同
族

会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族
な
ど

で
、
そ
の
同
族
会
社
か
ら
給
与

の
ほ
か
に
、
貸
付
金
の
利
子
、

店
舗
・
工
場
な
ど
の
賃
貸
料
、

機
械
・
器
具
の
使
用
料
な
ど
の

支
払
い
を
受
け
た
。

▽
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
あ

り
、
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が

20
万
円
を
超
え
る
。

■
所
得
税
の
還
付
申
告
が
で
き

る
人

▽
年
の
途
中
で
退
職
し
た
後
、

就
職
せ
ず
年
末
調
整
を
受
け
て

い
な
い
た
め
、
所
得
税
を
納
め

過
ぎ
て
い
る
。

▽
給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控

除
や
社
会
保
険
料
控
除
を
追
加

す
る
こ
と
で
源
泉
所
得
税
の
還

付
を
受
け
ら
れ
る
。

▽
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得

で
、
医
療
費
控
除
、
社
会
保
険

料
や
生
命
保
険
料
控
除
を
追
加

す
る
こ
と
で
、
源
泉
所
得
税
の

還
付
を
受
け
ら
れ
る
。

　

詳
し
く
は
、
宇
都
宮
税
務
署

☎（
621
）２
１
５
１
（
自
動
音
声

案
内
）
へ
。

税の申告
申告は正しく、お早めに

　税の申告相談と受け付けを行います。受付期
間は左の表 1、９ページの表 2 の通りです。
　申告書や収支内訳書などの提出書類は、でき
るだけ本人が作成し、提出してください（自書
申告）。また、納税は「口座振替」、還付は「口
座振込」をお勧めします。
問市民税課☎（632）2214・2217・2233・2221

相談と申告書の受付期間

▽市民税・県民税、所得税、贈与税
３月15日(金)まで。
▽個人事業者の消費税・地方消費税

４月１日(月)まで。

Step1 まずは期間をチェック

1 所得税・贈与税・消費税の申告相談と受け付け
会　場 期　間 受付時間

マロニエプラザ
(元今泉6丁目)

２月18日（月）〜３月15日（金）
※土・日曜日を除く 午前9時

〜午後4時日曜日の申告相談・受付
２月24日・３月３日（日）

▽会場の混雑状況により、受け付けを早めに締め切
る場合があります。
▽現金納付の窓口業務は行いません。
▽期間中は宇都宮税務署内での相談は行いません。

■便利・簡単「確定申告書等作成コーナー」
▽国税庁 HP「確定申告書等作成コーナー」http://
www.nta.go.jpをご利用いただくと自宅などで確定
申告書が作成できますので、e-Taxで送信・書面で印
刷して送付のいずれかで提出してください。
▽「ID・パスワード方式の届出完了通知」をお持ち
の人は、「確定申告書等作成コーナー」で作成する際、
IDとパスワードを入力すればe-Taxで申告すること
ができますので、ぜひご利用ください。
▽ご相談は、まずは国税庁 HPで検索・電話でお問い
合わせください。
▽確定申告などに関するお問い合わせ　国税庁 HP「確
定申告特集」をご覧ください。
▽e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問い
合わせ　「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」☎
0570（01）5901。受け付けは月〜金曜日。祝休日を除く。

ステップ

■マイナンバーカードの申請受け付けを実施
　マロニエプラザ会場では、確定申告受付期
間中の毎週火・木曜日にマイナンバーカード受
付窓口を開設し、顔写真の撮影（無料）や申
請手続きの補助を行います。マイナンバーカー
ドは、住民票・税証明書などが身近で取得で
きるコンビニ交付サービスや身分証明書およ
び電子申告（ｅ

イ ー タ ッ ク ス-Ｔａｘ）などに利用でき
ます。詳しくは、市民課☎（632）５２６６
までご連絡ください。
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※郵送の場合は、上記の書類のコピー。マイナンバーカード（個人番号カード）は表面と裏面のコピーの
添付が必要。なお、扶養親族などの本人確認書類の提示または添付は不要。

市
民
税・

県
民
税
の
申
告

■
申
告
相
談
の
期
間
と
受
け
付
け

の
会
場　
上
の
表
2
の
通
り
。

■
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
人

▽
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
居
住
し
、
平
成
30
年
中

に
営
業
・
農
業
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
。

▽
給
与
収
入
が
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
勤
務

先
か
ら
市
に
、
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
②
給

与
・
退
職
以
外
の
所
得
の
合
計

額
が
20
万
円
以
下
③
所
得
税
の

納
付
は
な
い
が
、
市
民
税
・
県

民
税
で
医
療
費
控
除
な
ど
の
控

除
を
追
加
す
る
。

▽
収
入
が
公
的
年
金
な
ど
の
み
、

ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
と
年
金

以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下

で
、源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

て
い
る
控
除
以
外
に
、市
民
税
・

県
民
税
で
扶
養
控
除
や
社
会
保

険
料
控
除
な
ど
を
追
加
す
る
。

■
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
用

紙　
昨
年
中
に
申
告
を
し
た
人

な
ど
へ
２
月
上
旬
に
発
送
し
ま

す
。

　
届
か
な
い
人
で
申
告
が
必
要

な
人
は
、市
民
税
課
ま
た
は
各

区
・
出
（
市
HP
か
ら
も
取
り
出

し
可
）で
入
手
し
て
く
だ
さ
い
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
税
務

署
に
提
出
す
る
人
は
、
市
民

税
・
県
民
税
の
申
告
を
市
に
提

出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
年
金
収
入
400
万
円
以
下
の

人　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

人
は
、
医
療
費
控
除
な
ど
に
よ

る
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場

合
を
除
き
、
確
定
申
告
の
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。
①
公
的
年
金

な
ど
の
収
入
が
400
万
以
下
②

そ
れ
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以

下
。

　

た
だ
し
、
市
民
税
・
県
民
税

で
控
除
の
追
加
を
す
る
場
合

は
、
申
告
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
公

的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

は
、
平
成
27
年
分
か
ら
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

■
所
得
が
な
か
っ
た
人
も
市
民

税
・
県
民
税
の
申
告
を　
申
告

は
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
、
市
営
・
県
営
住
宅
の
家

賃
、
保
育
料
な
ど
の
算
定
基
礎

と
な
り
ま
す
。

　

申
告
が
な
い
と
、
負
担
割
合

の
正
し
い
算
出
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
所
得
が
な
か
っ
た
旨
の

申
告
が
必
要
で
す
。

特
集
④

ペ
ー
ジ
番
号
を
市

　の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
で
入
力
し
て
み
よ
う
。

関
連
ペ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
よ
。

HP

Step3 持ち物をチェック

申告に必要な持ち物
（領収書や証明書などは平成30年中に支払ったもの）
□　申告書。または、税務署から送付されたお知らせの
はがき。

□　申告者本人のマイナンバーカード（個人番号カード）ま
たは次の２種類の書類。ただし、郵送も可（※）。

　①マイナンバー（個人番号）確認書類＝通知カード、個人
番号が記載された住民票の写しなどのいずれか１つ。

　②身元確認書類＝運転免許証、障がい者手帳、公的医
療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者
証、写真付きの社員証・学生証などのいずれか１つ。

□　印鑑（ゴム印不可）。
□　給与所得や年金所得のある人は、源泉徴収票（原
本）。

□　事業所得(営業、農業など)や不動産所得のある人
は、収支内訳書(収入および必要経費を計算できる書
類)。青色申告の人は決算書。

□　国民健康保険税(料)、介護保険料、国民年金保険
料、その他の社会保険料の支払金額が分かる書類。

□　生命保険料、地震保険料の控除証明書。
□　雑損控除、寄附金控除などの控除を受けようとする人
はそれを証明できる書類。

□　医療費控除を受ける人は、自身で作成した医療費
控除の明細書。

□　還付金を振り込む金融機関の預貯金口座番号が分
かるもの。

Step2 会場と日時をチェック

2 市民税・県民税の申告相談と受け付け
会　場 期　間 受付時間

市民税課
（市役所2階）

▽平日　２月18日（月）
　　　　〜３月15日（金）
※土・日曜日を除く

午前８時30分
~午後５時15分

▽休日　２月24日（日）・
　　　　３月３日（日）

午前９時
〜午後４時

上河内 区
（中里町） ２月13日（水）・14日（木）

午前９時
〜午後３時

河内 区
（中岡本町） ２月25日（月）〜27日（水）

瑞穂野 区
（下桑島町） ２月15日（金）

篠井 区
（下小池町） ２月15日（金）

城山 区
（大谷町） ２月27日（水）・28日（木）

姿川 区
（西川田町） ２月18日（月）〜20日（水）

豊郷 区
（岩曽町） ２月21日（木）・22日（金）

清原 区
（清原工業団地） ２月18日(月）・19日（火）

横川 区
（屋板町） ２月22日（金）

平石 区
（下平出町） ２月25日（月）・26日（火）

雀宮 区
（新富町） ２月12日（火）〜14日（木）

国本 区
（宝木本町） ２月21日（木）

富屋 区
（徳次郎町） ２月20日（水）

ステップステップ

ページ番号
1017931


